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取組（１）円滑かつ迅速な避難のための取組

「想定最大規模の降雨に係る洪水浸水想定区域図等の作成と周知」

・平成３１年３月末までに、宮崎県が洪水予報河川及び水位周知河川に指定した全３５河川のうち３１河川について、想定し得る最
大規模の降雨を対象とした洪水浸水想定区域を指定・公表済。

・残りの４河川についても、（萩原川、沖水川、東岳川、長江川）についても、今年度台風期前までに指定する予定。

・対象となる市町村では、公表した洪水浸水想定区域をもとにした洪水ハザードパップを早期に作成していく。

H28 H29 H31H30

国管理区間
L2浸水区域
作成・公表

県管理区間
L2浸水区域

31河川公表済

H30.11.28 宮崎県議会常任委員会にて報告（H30.11.29 宮崎日日新聞） H30.12.6 新たな洪水浸水想定区域を公表（H30.12.6 宮崎日日新聞）

県管理区間
H31年度までに

4河川公表

市町村
L2洪水ＨＭ

3市町村作成済

市町村
L2洪水ＨＭ
早期作成

住民の迅速で確実な避難を早期に確立

宮崎県
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【効果】

・河川管理者と市町村が各河川におけるリアルタイムでの水位情報を共有することで、
水防体制の強化を図ることが出来た。

・きめ細やかな水位情報の提供を実施することで、具体的な避難対象地区の指定、住民
への周知に繋がった。
【課題】

・同時多発的にホットラインを実施するケースに備え、実施体制の強化や運用の改善等
を行っていく必要がある。

・宮崎県では、平成29年度に避難勧告の発令等に着目したタイムラインを構築。平成30年出水期には、計49回（延べ18
市町村）土木事務所から市町村へのホットラインを実施。
・特に、台風24号対応（9/30）では、県内各河川で同時多発的に水位が上昇（対象35河川のうち28河川で避難判断水位
を超過）。約6時間の間で42回のホットライン（12市町村、28河川）を実施。

■平成３０年　ホットライン回数（実績）

1 6/20　梅雨前線 1 1 1 1

2 7/3　 台風７号 3 3 3 3

3 7/7   梅雨前線 1 1 1 1

4 9/30　台風２４号 42 28 12 10

5 10/4　台風２５号 2 1 1 1

計 49 34 18

※延べ ※延べ

土木
事務所数

番号 災害事象
ホット
ライン
回数

河川数 市町村数

■平成３０年　避難判断水位を超過した災害事象一覧（洪水予報３河川・水位周知３２河川）

（◎氾濫危険水位超過、○避難判断水位超過。番号2-1、2は１河川で取扱う）

番号 水系 河川名
基準水位
観測所数

10/4
台風25号

9/30
台風24号

7/7
梅雨前線

7/3
台風７号

6/20
梅雨前線

1 五ヶ瀬川 三ヶ所川 1

2-1 五ヶ瀬川 五ヶ瀬川（上流） 2 ◎

2-2 五ヶ瀬川 五ヶ瀬川（下流） 1 ○

3 五ヶ瀬川 小川 1 ◎

4 五ヶ瀬川 北川 2 ◎

5 五ヶ瀬川 祝子川 1

6 沖田川 沖田川 1

7 小丸川 小丸川 2 ○

8 五十鈴川 五十鈴川 2 ◎

9 塩見川 塩見川 1 ○

10 耳川 耳川 1 ◎ ○

11 一ツ瀬川 一ツ瀬川 4 ◎ ○

12 一ツ瀬川 三財川 2 ◎

13 一ツ瀬川 三納川 1 ○

14 石崎川 石崎川 1 ○

15 大淀川 大谷川 1 ◎

16 大淀川 八重川 1 ◎

17 大淀川 新別府川 1 ○

18 清武川 清武川（洪水予報） 1 ○

19 加江田川 加江田川 1 ◎ ◎

20 大淀川 萩原川 1 ◎

21 大淀川 沖水川 1

22 大淀川 丸谷川 1

23 大淀川 東岳川 1 ◎

24 大淀川 高崎川 1

25 大淀川 岩瀬川 1 ○ ○ ○ ○

26 大淀川 本庄川 1

27 川内川 長江川 1 ○

28 大淀川 瓜田川 1 ◎

29 広渡川 広渡川（洪水予報） 2 ◎

30 広渡川 酒谷川（洪水予報） 2 ◎

31 細田川 細田川 1 ◎

32 潟上川 潟上川 1 ○

33 市木川 市木川 1 ○

34 本城川 本城川 1 ◎

35 福島川 福島川 2 ○

1河川
1観測所

17河川
18観測所
11河川
15観測所

1河川
1観測所

3河川
3観測所

1河川
1観測所

47
28河川
33観測所

47
観測所

小林土木事務所

高岡土木事務所

日南土木事務所

串間土木事務所

計 35河川
氾濫危険水位超過

避難判断水位超過

西臼杵支庁

土木事務所名

延岡土木事務所

日向土木事務所

西都土木事務所

日南市

日南市

日南市

串間市

串間市

串間市

都城市

小林市

小林市

えびの市

宮崎市

日南市

宮崎市

宮崎市

都城市

三股町、都城市

都城市

都城市

西都市、宮崎市

西都市

宮崎市

宮崎市

宮崎市

美郷町

美郷町、門川町

日向市

日向市
西米良村、西都市、新富町、宮
崎市

延岡市

延岡市

宮崎土木事務所

都城土木事務所

関係市町村

五ヶ瀬町

高千穂町、日之影町

延岡市

延岡市

宮崎市

延岡市

取組（１）円滑かつ迅速な避難のための取組

「ホットラインの実施」 宮崎県
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・延岡市では、洪水や土砂災害からの「逃げ遅れゼロ」を目指し、要配慮者利用施設の所有者等に対して、災害時に備え早期の避
難確保の必要な事項を定め、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避難確保計画作成に係る講習会を開催。
（1回目）平成31年1月9日 座学方式 （参加：202施設、約300人）
（2回目）平成31年2月6、7日 ワークショップ方式

・宮崎県では、協議会にて土砂災害にも取り組んでおり、今回対象施設531施設のうち未作成の410施設に呼びかけた。
・講習会では、延岡市のほか国土交通省、宮崎地方気象台、宮崎県と共同で説明を実施した。

読売新聞（H31.1.11）

講習会開催状況（H31.1.9）

NHK宮崎（H31.1.10）

取組（１）円滑かつ迅速な避難のための取組

「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成」 宮崎県
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取組（１）円滑かつ迅速な避難のための取組

「危機管理型水位計の設置」

・人家や重要な施設の浸水の危険性が高く、的確な避難判断のための水位観測が必要な箇所において、洪水に特化した低コスト
の水位計（危機管理型水位計）を設置し、近隣住民の避難を支援
・県管理河川では水位計（通常版）を１３０箇所設置。今回、危機管理型水位計を５６河川６７箇所に設置。（うち、
２９箇所で設置済。残り３８箇所は、出水期前までに設置予定）。さらにＨ３０補正で新たに６基設置。
・水位データは、「川の水位情報」ホームページで公表中。

「川の水位情報」ホームページ ※河川情報センター 高崎川の危機管理型水位計 設置事例

宮崎県

ＷＥＢ画面

県：有倉橋（危機管理型）

県：高崎橋（通常水位計）

国：岩満町（危機管理型）
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・近年では、全国各地で土砂災害による甚大な被害が発生し、多くの方が犠牲となっている。県では災害時に身を守るために有効と
されているマイハザードマップ（地域防災マップ）の作成を推進している。
・平成３０年度は、門川町西門川地区においてマイハザードマップの作成を支援した。

取組（１）円滑かつ迅速な避難のための取組

「門川町によるマイハザードマップ作成の支援」 宮崎県

完成図○現場確認状況

○マップ作成状況

【ハザードマップ作成までの流れ】
１．現地確認
２．机上確認 （住民、防災士、市町村、県）
３．マップ作成
４．マップのデータ化、印刷 （県） 5



市
月 日 時 分現在

警戒レベル４相当情報（土砂災害）

◆該当市町村：

土砂災害警戒情報を発表しました

発信元 宮崎県砂防課

住民に対する情報の周知をお願いします。

立ち退き避難が困難な場合は、近隣の安全な建物への

避難や屋内での安全確保も有効な手段であることを住民

に周知してください。

県砂防課 ﾒｰﾙ 県土木事務所 該当市町村ﾒｰﾙ or FAX

県土木事務所は下記のとおり、当資料を市町村へメール＆周知してください。

土砂災害危険度レベルの状況変化については、

以下のURL（『宮崎県総合河川砂防情報システム』）
にて確認をお願いします。

http://kasen.lan.pref.miyazaki.jp/

情報提供

「警戒レベルの導入に伴うホットライン（土砂災害）の注意事項について」

タイムライン

警
戒
レ
ベ
ル
を
反
映

※ホットライン
（1回目）

※ホットライン
（２回目）

※水防体制の確立 ※水防体制の確立

※ホットライン
（２回目）

旧様式

新様式
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宮崎県

・内閣府により「避難勧告等に関するガイドライン」が改訂され、「警戒レベル」が５月２９日より導入されます。土砂災害危
険度と関連付けると、警戒レベル２が「注意」、警戒レベル３が「警戒」、警戒レベル４が「危険度１，２，３」に当てはまります。
なお、ホットラインのタイミングは今までと変わりません。
・情報を迅速に発信するため、「土砂災害警戒情報の根拠資料」の様式を変更します。



・平成３０年に発生した７月豪雨、北海道胆振東部地震等をはじめ、近年激甚な災害が頻発しており、災害で明らかとなった課題に
対応するため、「防災のための重要インフラ」、「国民経済・生活を支える重要インフラ」について、災害時にしっかり機能を維持でき
るよう総点検が行われ、平成30年11 月27 日に結果及び対応方策がとりまとめられた。
・今後、点検結果等を踏まえ、ソフト・ハードの両面から緊急対策を実施していく。

取組（２）被害の軽減・早期復旧に関する取組

「防災・減災・国土強靱化のための３か年緊急対策」 宮崎県

【主な取組事項】
■洪水氾濫等に対応した樹木伐採・掘削 一ツ瀬川など１５８河川
■堤防強化対策 祝子川など５河川
■水門観測所、河川監視カメラの浸水・停電対策 五十鈴橋など３０箇所
■危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの設置 瓜生野川など３３箇所 7


